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開催日時：2026年2月14日(土)１５：３０～１７：００

開催方法：WEB(日技業務執行理事は会館)

【タイムスケジュール】進行：松井専務

1. 開会・会長挨拶・時局報告

2. 次期診療報酬改定について（P2)

3. 日技ホームページリニュアル・アプリ（P3～５）

4. Link-Labプロジェクト（P6)

5. （仮称）団体会員制度 検証事業(案)（P7・8)

6. 危機管理機能整備委員会（P8)

7. 外部役員の選任について(公益認定基準)（P9・10)

8. 「歯科技工士に関する調査について」アンケート 回答概要（P10・11)

9. 歯科技工広告ガイドラインの概要（P12・１３)

10. 地域組織の再編成（ブロック単位運営）の検討（P14)

11. 開設届のなされた歯科技工所の営業実態確認調査について（P15)

「歯科技工指示書と歯科技工録関連のデジタル・トランスフォーメーション（DX)に向けた調査研究」（P15)

12. 質疑応答（事前受付質問・要望）

13. 閉会
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マスタータイトルの書式設定次期診療報酬改定について

新設及び算定要件変更

• 歯科技工所ベースアップ支援料（１装置につき）

• 歯科技工士連携加算評価範囲、施設基準見直

• 補綴診断料

• 歯科技工士加算については施設基準と共に見直し

• 歯冠修復及び欠損補綴通則５について保険医療機関と歯科技工所
相互の連携に基づき行う旨の明確化

• CAD/CAM冠大臼歯の咬合支持等の要件の見直し

• 当該対象 患者を含め、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象範
囲を見直し

• 局部義歯に附属されるクラスプやバーについては、製作の実
態に即して、原則、歯科用貴金属材料以外の材料を使用する、
基本的に鋳造用Co-Cr合金を使用する

• 光学印象のCAD/CAM冠への拡充

• ３次元プリント有床義歯（１顎につき）

• チタン及びチタン合金によるブリッジ
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マスタータイトルの書式設定公益社団法人日本歯科技工士会ホームページ＆会員専用アプリの必要性3



４



マスタータイトルの書式設定5５



Link-Labプロジェクト６



マスタータイトルの書式設定（仮称）団体会員制度検証事業（案） ①

1．目的・背景

近年、歯科技工士養成校卒業後の若手歯科技工士において、奨学金返済開
始と同時に会費負担が生じることから、日技会員の継続率が低下している。
また、法人歯科技工所勤務者の増加により、従来の個人単位入会制度だけ
では組織率維持が困難となっている。

本制度は、事業所および養成校を団体会員とすることで、経済的負担を軽
減し、在学中から就業後まで切れ目のない会員継続を実現し、日技組織率
の向上を図ることを目的とする。

2．スローガン

もう一度 日技会員を10,000名へ

3．対象団体

・法人歯科技工所

・個人歯科技工所

4．会員区分

① 資格者会員：日技正会員として、選挙権・被選挙権を有する。

② 勤務者会員：団体会員に勤務する歯科技工士。地域組織代議員への立候
補は可とし、日技役員選挙への立候補は不可とする。

③ 在籍者会員（学生）：養成校在籍中の学生。選挙権・被選挙権は有さず、
研修参加および情報提供を主とする。

7
5．会費(案)

・法人歯科技工所：月額 ○○○○円（1法人あたり）

・個人歯科技工所：月額 ○○○○円（1事業所あたり）

上記団体会費により、当該団体に在籍または勤務する歯科技工士等を、日
技会員として一括登録する。

6．制度運用の概要

・団体会員は、勤務者・在籍者の情報を日技へ報告する。

・法人で複数事業所を有する場合も、会費請求は1法人とする。

・団体会員退会時には、勤務者会員が資格者会員へ移行するかを確認する。

・日技からの情報発信は原則アプリを用いる。

7．検証事業としての位置付け

本制度は、あくまで検証事業として実施するものであり、会費設定の妥当
性、運用上の課題、地域組織への影響等を検証する。

検証結果を踏まえ、本制度の本格導入の可否および制度設計の見直しを行
う。



マスタータイトルの書式設定（仮称）団体会員制度検証事業
（案） ②

8．全国会長会議 想定Q&A

Q1．地域組織への影響はないのか？

A．勤務者会員は地域組織へ加入することで研修無料等のメリットを享受す
る設計とし、地域活動の空洞化を防ぐ。

Q2．会費が安すぎるのではないか？

A．検証事業段階の案であり、妥当性は検証事業を通じて判断する。

Q3．小規模技工所に不利ではないか？

A．個人技工所も対象とし、規模に関わらず参加できる制度設計としている。

Q4．学生を会員にする必要性は？

A．在学中から日技との接点を持たせることで、卒業後の自然な会員継続を
目的としている。

9．会費額に関する補足

本資料に記載されている会費額は、すべて検証事業段階における（案）で
あり、検証結果を踏まえて今後の制度設計を行うものとする。
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1. 国が「大規模災害」として公式に認定

① 「災害救助法」を適用することができ、費用を国庫から負担す

ることを認め自治体が避難所の運営等を迅速に行えるようにす

る。

② 首相を本部長とする「非常災害対策本部」を設置し自衛隊や他

県からの応援を調整する。

2. 日本歯科医師会や被災地の歯科医師会が「災害対策本部」を設置しJDAT

の編成を行う。

＊地域組織歯科技工士会として、都道府県歯科医師会と協定を結ぶことが重

要となる。

（危機管理委員会として、各地域組織歯科医師会と災害時の包括協定を結ん

でいるかどうかの確認と協定を結んでいない地域組織にたいしての働きか

け。）

1. 会員に対して都道府県歯科医師会などが主催するJDAT標準研修会への参

加を働きかける。

① 研修を受けることによりJDATの共通言語や活動ルールを学ぶこ

とができ、より実践的な動きである避難所での立ち回りや多職

種連携を身に着けることができる。

2. JDATの一員として活動する際の「補償」を受けられる。

① 個人がリスクを負うのではなく、行政や所属団体が用意する保

険制度で守られることになる。

② 規定に基づいた実費弁償費、派遣手当（日当）等が支給される。

危機管理機能整備委員会
＊大規模災害が発生した際、国や自治体がどのように動きJDAT（日本災
害歯科支援チーム）が立ち上がるか。



外部役員（外部理事・外部監事）に関するQ&A

Q1 外部役員とは何ですか。

A：外部役員とは、本会の業務執行から一定の距離を保ち、客観的
な立場から監督や助言を行う役員のことをいう。
公益社団法人においては、ガバナンスの確保及び透明性の向上の
観点から、外部性を有する役員の登用が求められている。

Q2 外部役員は法律上、必ず置かなければならないのですか。

A：定款上の必置事項ではないが、公益法人制度においては、内閣
府が示す運用上の考え方として、外部性を有する役員の登用が望
ましいとされている。本会においても、この趣旨を踏まえ、外部役員
を置くこととした。

Q3 外部役員は、なぜ選挙で選ばないのですか。

A：外部役員は、会員による立候補・選挙とは異なる立場で、客観
性・中立性を確保する必要があるため、役員選挙の対象とはしてい
ない。
外部役員候補者選考委員会による選考・推薦を経て、理事会で確
認のうえ、社員総会で選任する。

Q4 外部役員を会員の中から選ぶのはおかしくないですか。

A：公益法人制度において、外部役員であるために非会員であるこ
とが求められているものではない。
外部性とは、会員か否かではなく、業務執行や意思決定からの独立
性によって判断されるものである。

９

Q5 会員から選ぶ場合、どのように外部性を確保するのですか。

A：本会では、
・役員選挙の対象外とすること
・外部役員候補者選考委員会による選考・推薦
・理事会の過半数を超えない構成
などにより、制度的に外部性と独立性を確保している。

Q6 外部役員候補者選考委員会の委員が、外部役員に就くこと
はありますか。

A：外部役員候補者選考委員会の委員は、その任期中において、
当該役員改選に係る外部役員の候補者となることはできない。こ
れにより、選考の公平性・透明性を担保している

Q7 外部役員は、理事会の意思決定を左右する存在になる
のですか。

A：外部役員は、理事会の過半数を占めることはなく、業務執
行を行う立場でもない。
客観的な視点から監督・助言を行う役割を担うものである。

Q8 今回の制度変更の目的は何ですか。

A：本会の運営におけるガバナンスの強化及び透明性の向上
を図り、公益社団法人としての信頼性を一層高めることを目
的としている。

※本Q&Aは、外部役員制度の趣旨及び概要を分かりやすく
整理したものであり、最終的な役員の選任は、定款に基づき
社員総会の決議によって行われる。



マスタータイトルの書式設定Ⅰ．制度設計の基本的考え方
（前提整理）

本会は、

• 都道府県単位で選出された代議員制（社員制）

• 役員は会員による立候補制

• 外部役員についても会員の中から選出予定

という制度構造を有している。

このため、現職理事のみで外部役員候補を選定した場合、

• 公平性

• 客観性

• 透明性 に疑義を持たれる可能性がある。

そこで、現職役員のみでの選定を避け、会長の責任の下、別途選考機関

を設けることで、公平性と説明耐性を確保することを目的とする。

※ いずれの段階においても

最終的な役員選任権限は社員総会にある。
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アンケート結果要旨（結論）

• 就業者数の中央値は2名、平均年齢の中央値は52歳。小規模ほど平均年
齢が高い。

• デジタル歯科技工指示書の使用（「はい」「一部」）は19.0%。使用群
は「若い・規模が大きい・受託量が多い」。

• 後継者「いない」は61.2%。後継者不在は平均年齢が高く、就業者数が
少ない層に集中。

• 製作日数（実作業日数）は保険で概ね4～6日、自費（インプラント上部
構造等を含む）で概ね7～8日が中央値。

• 就業者数が少なく平均年齢が高い歯科技工所ほど、処理可能な業務量が
限定され、製作日数が長期化しやすい構造にある

• 自由記述では「収入・報酬/単価」「人材不足・採用」「労働時間・休
み」「後継者・承継」「設備/デジタルコスト」が主要論点として顕在
化。

• 自由記述のテーマ分析（簡易）

自由記述の記入あり：407件（72.4%）

主要テーマ（キーワード一致による簡易集計）
Ⅱ．制度の全体像（役割分担）

役割機関

候補者の選考・推薦外部役員候補者選考委員会

推薦結果の確認・承認理事会

法定の選任決議社員総会（代議員）

（自由記述内）比率該当件数テーマ

31.9%130収入・報酬/単価

16.0%65人材不足・採用

11.5%47労働時間・休み

8.1%33後継者・承継

6.6%27機器・デジタルコスト

「歯科技工士に関する調査について」
アンケート回答概要



「歯科技工士に関する調査について」(アンケート)回答者数集計11

1 北海道 20 15 新潟県 15 31 鳥取県 7

2 青森県 3 16 富山県 3 32 島根県 2

3 岩手県 1 17 石川県 7 33 岡山県 7

4 宮城県 5 18 福井県 10 34 広島県 24

5 秋田県 3 20 長野県 24 35 山口県 5

6 山形県 4 21 岐阜県 28 36 徳島県 40

7 福島県 13 22 静岡県 23 37 香川県 25

49 23 愛知県 59 38 愛媛県 4

8 茨城県 4 24 三重県 17 39 高知県 10

9 栃木県 18 186 124

10 群馬県 4 25 滋賀県 9 40 福岡県 7

11 埼玉県 6 26 京都府 9 41 佐賀県 4

12 千葉県 14 27 大阪府 32 42 長崎県 5

13 東京都 21 28 兵庫県 5 43 熊本県 2

14 神奈川県 16 29 奈良県 2 44 大分県 6

19 山梨県 4 30 和歌山県 13 45 宮崎県 17

87 70 46 鹿児島県 16

47 沖縄県 1

58

574

九州・沖縄ブロック合計

北海道・東北ブロック合計

首都圏ブロック合計

東海・北信越ブロック合計

関西ブロック合計

中国・四国ブロック合計

「歯科技工士に関する調査について」回答者数(最終：2月3日）

合計



マスタータイトルの書式設定
歯科技工広告ガイドラインの概要

（令和7年10月2日厚生労働省策定）

1. 趣旨
歯科技工の広告は、これまで「歯科技工士法」で大きく制限されて
きた。
インターネット・SNSの普及に伴い、広告・情報提供の適正化を目的
として「歯科技工広告ガイドライン」が新たに策定された。
歯科技工所の選択に必要かつ正確な情報提供を確保することが狙い。
広告規制の基本的な考え方

2. 広告できる範囲は限定的（従来通り）。
歯科医師等の委託者に正確な情報を伝えるためのルールを明確化。
インターネットやウェブサイトも実質的に広告と判断される場合は
規制対象。
違法性が疑われる広告に対し、都道府県等が適切に対応できるよう
体制を整備。

3. 広告の対象範囲
広告に該当する要件（3つすべてを満たす場合）
① 歯科技工の受注を誘引する意図（誘引性）
② 氏名・技工所名の特定が可能（特定性）
③ 一般人が認知できる状態にある（認知性）
対象者は歯科技工所の管理者だけでなく、広告代理店やメディアも
（何人）含む。
広告とみなされる媒体：チラシ、パンフレット、看板、新聞・雑誌、
TV・ラジオ、インターネット広告等。

4. 広告可能な事項

歯科医師又は歯科技工士である旨

歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名

歯科技工所の名称・電話番号及び所在地（場所を表示する事項も使

用可能。）

都道府県知事の許可を受けた事項
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5. 禁止される広告

法律で認められた事項以外の広告。

技能・経歴・学位などの誇示、虚偽・誇大な内容。

他法令（医療法、医薬品医療機器等法、不正競争防止法）に抵触する

広告。

6. インターネット広告の扱い

通常のホームページは広告に該当しない（閲覧者が自主的にアクセス

するため）。

ただし以下は広告扱い

バナー広告、検索連動広告、ランキングサイト掲載

SNSへの公開投稿

ウェブサイトに掲載してはならない例

歯科医療機関と誤認させる内容

「低価格・高品質・日本一」など優良性を強調する表現

過度な費用・納期の強調

誇大・虚偽の情報

患者を特定の歯科医院に誘導する内容

7. 苦情・措置

各都道府県・保健所・特別区に相談窓口を設置し、住民へ周知。

消費生活センター等と連携して情報交換を行う。

違反広告は調査 →行政指導・立入検査 → 必要に応じて告発（罰金

刑あり）。

ポイントまとめ

広告可能事項は 「資格・氏名・歯科技工所名・連絡先」など最小限。

優良性アピール（高品質・低価格・短納期）は不可。

ウェブ広告やSNS投稿は規制対象になる可能性が高い。

違反時は行政指導や罰則の対象となる。



マスタータイトルの書式設定1313
施設名



マスタータイトルの書式設定日本歯科技工士会 ブロック単位運営に関する検討資料

１．背景・現状認識

• 会員数は約6,300名で推移しているが、毎年約250名が退会している。

• 歯科技工士養成校の減少により新規入会者が減少し、成り手不足が深
刻化している。

• 会員の50％以上が50歳以上であり、引退に伴う自然退会が今後も継続
する見込みである。

• 47都道府県の地域組織のうち、養成校が存在しない県では会員数の増
加が見込めず、組織維持が困難な状況にある。

２．現在の組織運営上の課題

• 都道府県単位での事業運営が人的・財政的に限界に近づいている。

• 小規模県では役員のなり手不足、事務負担の集中、事業停滞が顕著で
ある。

• 会員向け研修や情報提供の質・量に地域格差が生じている。

３．他の公益社団法人における参考事例

（１）全国国民健康保険診療施設協議会

• 都道府県協議会に加え、地域ブロック協議会を設置。

• 研修事業や情報共有をブロック単位で実施し、都道府県の負担を軽減。

（２）日本理学療法士協会

• 地域ブロック単位で代表者や委員を配置。

• 小規模地域をブロック全体で支える体制を構築。

14
４．ブロック単位運営への移行案（基本的な考え方）

• 都道府県歯科技工士会は『会員との身近な接点』として存続させる。

• 研修事業、人材育成、広報、事務機能などはブロック単位での共同
実施を基本とする。

• 養成校のない県については、ブロック内での広域的な支部運営を検
討する。

５．具体的施策案

• ブロック主催による定例研修・講習会の実施。

• シニア会員向けの継続参加施策（後進指導、事業承継支援等）。

• 会員管理、研修受付等の事務作業のブロック集約化。

• オンラインツールを活用した参加機会の拡大。

６．導入に向けた進め方（案）

• 課題が顕在化しているブロックにおいてモデル事業を先行実施。

• 成果および課題を検証した上で、段階的に他ブロックへ展開。

• 必要に応じて規程・内規の整備を行う。

７．期待される効果

• 会員サービスの質の均一化と向上。

• 都道府県会役員の負担軽減。

• 会員維持および新規参入促進による組織基盤の安定化。
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■ 背景

CAD/CAM冠や口腔内スキャナーの保険収載を契機に、歯科医療・歯科技工分
野ではデジタル技術の活用が急速に進展している。一方で、歯科技工指示
書および歯科技工録は依然として紙媒体中心であり、医療DXの流れから取
り残されている。

■ 問題点

• 歯科技工指示書の電子化がほとんど進んでいない

• 歯科技工録は法令上位置づけられているものの、様式が旧来のままで
デジタル歯科技工に対応していない

• 電子カルテや診療情報標準化の動きと歯科技工情報が連携していない

• 歯科技工士の高齢化・人材減少が進行し、業務効率化が喫緊の課題と
なっている

■ 研究の目的（整理）

本研究では、歯科技工分野における ICT活用の現状・実態を把握 し、課題
を抽出・整理した上で、歯科技工指示書および歯科技工録の電子化・標準
化に必要な情報、要件、仕様（案）を整理・提示 し、将来的な電子カルテ
等との連携を見据えた 医療DX推進のための基礎資料を作成することを目的
とする。

■調査対象

• アンケート：日本歯科技工士会会員の中から無作為に2000名

• 対面による聞き取り：

都市部・小規模 2軒

都市部・中〜大規模 2軒

非都市・小規模 2軒

非都市・中〜大規模 2軒

超大規模歯科技工所 2軒

合計 10 軒

「歯科技工指示書と歯科技工録関連のデジタル・
トランスフォーメーション（DX)に向けた調査研究」



質疑応答（事前受付質問・要望） ① ※提出順（原則）、原文のまま16

【香川県：細川会長】

執行部がご考案されている管理者講習会
を受講し要件を満たした歯科技工所が認定
歯科技工所となることにより、経済問題解
決に向けてどのように結びつくとお考えで
しょうか？

その明確な着地点とロジックを詳しくご説
明いただきたい。

【愛知県：鈴木会長】

1. 2025 年 9月 27日開催の全国会長懇談会

にてお示し頂いた「働きやすい歯科技工
所普及事業」（認定歯科技工所（仮称）
の実証結果に基づく本格的実施準備）に
ついて

質

問

【香川県：細川会長】

① 今回の診療報酬改定は30年ぶりの大幅プラ

ス改定だそうですが、理想は製作点数全て
アップで手付かずで受け取れることですが
そうはいかなくても、

例えば、
総義歯1床につき1000点
部分床1床につき1500点(約800億円)

訪問に帯同1施設につき500点(歯科医師の約
半分)という技工士加算などを暫定的・試験

的に年限を設けてでも要望するのはいかが
でしょうか？
もちろん中抜き無しで技工士が受け取る

前提です。

② 組織率アップのために全国の養成所の教
員に技工士会への入会の要請を日技から
出すことはできないか。

要

望



質疑応答（事前受付質問・要望） ② ※提出順（原則）、原文のまま17

【愛知県：鈴木会長】

1. 2025 年 9 月 27 日開催の全国会長懇談

会にてお示し頂いた「働きやすい歯科技
工所普及事業」（認定歯科技工所（仮
称）の実証結果に基づく本格的実施準
備）について現在日技にて行われている
「日技指定講習イ」（歯科技工所管理者
講習会）の運用実績と各地域組織の開催
状況をお示しください。

質

問
2. 歯科技工士不足と言われるなか、地域組
織では年々会員が減少し、地域組織運営
がままならず、事務所移転や閉鎖がある
と伺います。
日本歯科技工士会では運営の立ち行か
ない地域組織をどのようにお考えです
か？ また、日本歯科技工士会組織の拡
充や安定した運営には会員を増やす方
法もありますが、会員拡充のための施
策などの計画があればお示しください。

3. 日本歯科技工士会認定講師が年々減少して
います。 一つには認定講師としての立ち
位置や講師の PR の仕方にも考える余地が

あり、認定講師として魅力が薄れてきたと
思います。また、認定講師としての講師料
があまりにも低いのも問題があるとお聞き
します。日技認定講師として活躍しようと
努力されている若い歯科技工士に目指すた
めの目標や魅力をお示しください。

【愛知県：鈴木会長】

1. 質問事項に伴い、歯科技工所管理者研修
会の開催状況アンケートの実施をお願い
致します。

要

望



質疑応答（事前受付質問・要望） ③ ※提出順（原則）、原文のまま18

【福岡県：眞鍋会長】

常日頃の会務運営ご苦労様です。

さて先日、法人資格会員の従業員の会員
の方の退会届が提出されました。そこの事
業所では会費の一部、もしくは全額を負担
しているとのことでした。

つきましては、法人資格会員の従業員に
は割引措置等のメリットを付与する制度を
設けて頂けないでしょうか。

昨今の会員減少の歯止め、入会促進に貢
献するのではないでしょうか。

要

望


